
海上災害対策に関する行政評価・監視－油等流出災害を中心として－の 

勧告に伴う改善措置状況（回答）の概要 

 

 

 

【調査の実施時期等】 

 

１ 実 施 時 期 ： 平成13年12月～15年４月 

２ 調査対象機関 ： 内閣府、総務省（消防庁）、国土交通省等 

 

 

【勧告日及び勧告先】 平成15年４月18日、内閣府、総務省（消防庁）及び国土交通省に対し勧告 

 

 

【回 答 年 月 日】 内閣府      平成16年２月９日 

総務省（消防庁） 平成16年１月15日 

国土交通省    平成16年２月19日 

 

【行政評価・監視の背景事情等】 
 

 ○ 平成９年１月、ナホトカ号海難・流出油災害が発生し、日本海側９府県に大被害。こうした油等流出による海上災害の発生の予防や災害

発生時の対応を含め、総合的で即応性のある体制を整備することが極めて重要 
 

 ○ 平成９年６月、中央防災会議は、防災基本計画に海上災害対策編を追加し、海上災害に関して災害予防や応急対策等の段階ごとに実施す

べき措置、施策等を規定 

 

 ○ この行政評価・監視は、このような状況を踏まえ、実効ある海上災害対策の実施を確保する観点から、事故防止対策の実施状況や災害発

生時対策の実施状況等を調査し、関係行政の改善に資するため実施 



主 な 勧 告 事 項 関 係 府 省 が 講 じ た 改 善 措 置 状 況 

１ 事故防止対策の的確な実施 ［→：「回答」時に確認した改善措置状況］ 

（勧告） 

① 寄港国による外国船舶の監督（ポートステートコントロール。以

下「ＰＳＣ」という。）の外国船舶監督実施要領（以下「実施要領」

という。）を改正し、軽度であっても繰り返し違反を犯している船舶に

ついて是正状況の確認を行うとともに、指摘事項数が多い船舶

等に対し、技術基準適合命令を積極的に発出すること。 

                         （国土交通省） 

② 外国船舶監督基本方針（以下「基本方針」という。）にＰＳＣを

重点的に実施すべき外国船舶の旗国及び船種並びに検査すべき事項

を具体的に定めるとともに、旗国や船種を的確に選定してＰＳＣを

実施すること。                 （国土交通省） 

（説明） 

《制度・仕組み》 

○ 防災基本計画において、人的要因・船舶の構造設備等に係る海難事故

防止等の観点から、ＰＳＣの積極的な実施を推進 

○ 国土交通省は、ＰＳＣの実施のため実施要領を策定。地方運輸局等

は、同要領に基づき基本方針を策定 

《現状・実態》 

○ 繰り返し同種の指摘を受けている船舶について、是正状況の確認が不十分 

・ 現行の実施要領上、軽度の欠陥等については、その指摘事項数が

多い場合等を除き、是正状況の確認義務なし 

・ 繰り返し同種の指摘（軽度の欠陥等）を受けている船舶97隻のうち

75隻については是正状況の確認が行われていない。 

○ 地方運輸局等の中には、実施要領及び自らが定める基本方針を励行し

ていないものあり 

・ 重点的にＰＳＣを実施すべき船舶について、基本方針において実施

すべき旗国を定めていない地方運輸局等あり（10地方運輸局等中２地方運

 

（国土交通省） 

→① 勧告を踏まえ、外国船舶監督実施要領（平成11年３月１日付け海検

第７号・海基第42号・海職第86号海上技術安全局検査測度課長・船員

部労働基準課長・同船舶職員課長連名決定。以下「実施要領」とい

う。）を改正し、外国船舶監督担当官が、寄港国による外国船舶の監

督（以下「ＰＳＣ」という。）を実施するに際して、当該船舶の過去

２回分の検査実績の調査を行い、その検査において類似の欠陥を指摘

されている船舶についてはその是正状況を確認する旨を同要領に定

め、平成15年６月、地方運輸局等に対して海事局長通知を発出し周知

した。 

また、ＰＳＣの実施に当たって、過去に軽度であっても複数回にわ

たり類似の欠陥の指摘を受けた実績があり、その欠陥が是正されてい

ない船舶に対しては、すべての欠陥が出港前に是正されるよう、技術

基準適合命令の発出に関する手続の一つである詳細検査の対象とする

旨を実施要領に定め、地方運輸局等に対して平成15年６月、海事局長

通知により周知した。 

この通知を受けて、地方運輸局等では、ＰＳＣの適切な実施に努め

ているところである。 

→② 地方運輸局等の定める「外国船舶監督基本方針」（以下「基本方

針」という。）において、ＰＳＣを重点的に実施すべき外国船舶及び

重点的に検査すべき事項を具体的に定めるよう、平成15年３月と４月

に事務連絡を発出して指導した。これらの指導を受け、地方運輸局等

では、平成15年度の基本方針に、前年度実績等を踏まえＰＳＣを重点

的に実施する外国船舶及び重点的に検査すべき事項を定め、ＰＳＣの

適切な実施に努めているところである。 

また、平成15年６月、地方運輸局等に対して海事局長通知を発出

し、処分率や船齢等を考慮してＰＳＣの対象船舶を決定すること等の
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輸局等）。うち１局は実施すべき船種及び重点的に検査すべき事項につ

いても規定なし 

・ 油タンカーについて、ＰＳＣの実績が皆無の地方運輸局等あり 

徹底を指示した。 

２ 漂着油等への適切な対応  

（勧告） 

① 漂着油等への対応に係る地域防災計画の規定状況等を把握し、都道

府県に対して、都道府県及び市町村の地域防災計画に漂着油等への

対応など海上災害対策を的確に規定するよう指導・助言すること。  

                           （総務省） 

② 総務省による上記の把握結果を踏まえ、防災基本計画の修正の必要

性を検討すること。                 （内閣府） 

③ 関係市町村に対して、排出油防除計画の内容を周知すること。 

                                      （国土交通省） 

（説明） 

《制度・仕組み》 

○ 国及び地方公共団体は、油の海岸等への漂着に対処するため、直ちに

関係行政機関と協力の上、油の防除等必要な措置を講ずること（防災基

本計画）。都道府県、市町村は地域防災計画を作成（災害対策基本法

（昭和36年法律第223号）） 

○ 海岸等に油が漂着した場合､海上保安庁（管区海上保安本部（以下「管

区本部」という。）等）は、海岸・港湾・漁港管理者、地方公共団体等と連

携（排出油防除計画（海上保安庁が、全国16の海域ごとに作成））。市町

村が漂着油の除去を適切に実施するためには排出油防除計画を承知しておく

必要 

《現状・実態》 

○ 漂着油等への対応を含め、地域防災計画における海上災害対策の規定が不十分 

・ 実地調査した23都道府県中３都道府県、55市町村中26市町村では漂着油

等に対処する規定なし。これら３都道府県26市町村のうち２都道府県16

 

（総務省（消防庁）） 

→① 各都道府県防災主管部長に対して「総務省行政評価局による海上災

害対策に関する評価・監視結果に基づく勧告について」（平成15年５

月15日付け消防災第107号・消防特第86号消防庁防災課長・特殊災害室

長連名通知）を発出し、今後の地域防災計画の見直しに当たって漂着

油等への対応を含めた海上災害対策について的確な規定となるように

配慮するよう通知するとともに、管内市町村に対してもその旨周知徹

底されるよう併せて通知した。 

また、都道府県及び市町村の漂着油等への対応に係る地域防災計画

の規定状況及びこれに関する意見等を把握するため、各都道府県防災

主管部長に対して「地域防災計画における海上災害対策の規定状況等

に関する調査について」（平成15年６月26日付け消防特第125号消防庁

特殊災害室長通知）を発出し、地域防災計画における海上災害対策の

規定状況調査を実施した。 

調査の結果、沿岸海域を有する39都道府県及び1,007市町村のうち、

ⅰ）地域防災計画に海上災害対策に係る規定を置いていないものが１

都道府県及び378市町村（37.5パーセント）、ⅱ）地域防災計画に海上

災害対策に係る規定を置いているものの、漂着油等への対応について

規定していないものが１都道府県及び248市町村(24.6パーセント)、

ⅲ）防災基本計画に漂着油等の除去に関する責務と役割分担について

明確に規定する必要があると回答しているものが36都道府県（92.3

パーセント）及び741市町村（73.6パーセント）等の結果が得られた。

また、漂着油等への対応に関する規定があるとする37都道府県及び381

市町村のうち、「漂着油」という言葉を用いて規定していないものが
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市町村が、国の防災基本計画に漂着油等の除去に関する責務と役割分

担とを明確に規定する必要ありとの意見 

・ 23都道府県中21都道府県内の沿岸域を有する市町村の４割が海上災

害対策を規定していない（残り２都道府県は市町村の規定状況を未把

握）。 

○ 関係する排出油防除計画の内容が市町村に知られていない。 

・ 沿岸域を有する55市町村中41市町村が内容を承知せず 

３都道府県及び110市町村みられた。 

このため、「海上災害対策に関する地域防災計画の見直しの促進に

ついて」（平成15年10月22日付け消防災第197号・消防特第206号消防

庁防災課長・特殊災害室長連名通知）を各都道府県防災主管部長に対

して発出し、管内の沿岸海域を有する市町村に対し、市町村地域防災

計画に漂着油等への対応を含めた海上災害対策が的確に規定されるよ

う適切な指導・助言をするよう通知した。また、都道府県地域防災計

画において漂着油等への対応について規定がないか明確に規定されて

いない都道府県に対しては、的確に規定することについての検討を行

うよう、個別に指導・助言を行っていくこととしている。 

（総務省（行政評価局）注） 
消防庁では、上記の調査結果について、「地域防災計画における海上災
害対策の規定状況調査の結果について」（平成15年10月22日付け消防災第
198号・消防特第207号消防庁防災課長・特殊災害室長連名通知）により、
関係府省に対して通知を行っている。 

 

（内閣府） 

→② 現在、総務省（消防庁）から通知を受けた「地域防災計画における

海上災害対策の規定状況調査の結果について」を踏まえ、関係市町村

の地域防災計画に漂着油等への対応を含めた海上災害対策が規定され

ていない理由の詳細について平成15年度内を目途に確認しているとこ

ろであり、確認の結果、具体的な課題が明らかになった場合は、防災

基本計画の修正の必要性について検討を行いたい。 

なお、修正の必要性についての検討に当たっては、関係市町村の地域

防災計画に漂着油等への対応を含めた海上災害対策が的確に規定される

ようにするとの消防庁の通知に基づく都道府県による適切な指導・助言

や国土交通省（海上保安庁）による関係市町村に対する排出油防除計画

の内容周知が行われた後の地域防災計画の修正状況も踏まえることとし

たい。 
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（国土交通省） 

→③ 管区海上保安本部（以下「管区本部」という。）に対して「海上災

害対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告に対する改善措置に

ついて」（平成15年６月６日付け保警環第25号・海上保安庁警備救難

部環境防災課長通知。以下「15年６月６日環境防災課長通知」とい

う。）を発出し、流出油が海岸に漂着した場合に災害対策基本法上の

応急措置をとることとなる関係市町村に対して排出油防除計画（計16

海域）の内容を周知するよう指示するとともに、平成15年６月に開催

した管区救難・環境防災課長会議（以下「平成15年６月の管区本部関

係課長会議」という。）の場においても同様の指導を行った。 

管区本部等においては、これらの指示・指導を受けて、それぞれ海

洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136号）第43

条の３に基づく排出油の防除に関する協議会（以下「排出油防除協議

会」という。）の総会や地方防災会議（都道府県防災会議又は市町村

防災会議）等の場を活用し、関係市町村に対して、排出油防除計画の

内容の周知を徹底していくこととしている。 

また、平成15年12月25日に排出油防除計画を修正したところであ

り、その内容については、海上保安庁ホームページに掲載する等によ

り関係市町村を含めた関係機関に対して周知することとしている。 

３ 油防除の迅速かつ的確な実施  

（１）初動体制等の整備  

（勧告） 

① 排出油防除協議会が組織されていない海域について、その組織化を

進めること。                                    （国土交通省） 

② 防除活動マニュアルを作成していない海域について、早急に

これを整備すること。また、マニュアルの内容を、関係機関の役

割分担等を明記した的確なものとすること。        （国土交通省） 

③ 排出油防除資材に係る排出油防除計画の内容を適時適切に見

 

（国土交通省） 

→① 排出油防除協議会が設置されていない海域について、関係機関への

働きかけを行い、その組織化を進めるよう、管区本部に対し15年６月

６日環境防災課長通知を発出するとともに、平成15年６月の管区本部

関係課長会議において指示・指導した。 

管区本部等では、これらの指示・指導を受けて、排出油防除協議会
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直すこと。また、保安部署において、資材の保有量及び提供可能な

量の把握を的確に行うこと。                      （国土交通省） 

（説明） 

《制度・仕組み》 

○ 油防除には、関係機関の連携が重要。海上保安庁は、排出油防除協議

会の組織化を推進 

○ 油防除に当たっては、防除活動マニュアル（海域の実情に応じ具体的

な防除活動の実施内容等を明記したもの）が重要 

○ 関係機関による排出油防除資材（油回収船、油回収装置、オイルフェンス

等）の整備と効果的な使用が重要 

《現状・実態》 

○ 排出油防除協議会の組織化が行われていない海域を有する海上保安(監)部

及び海上保安署（以下「保安部署」という。）あり 

・ 全国の119保安部署中５保安部署 

○ 防除活動マニュアルが作成されていない海域を有する管区海上保安本

部（以下「管区本部」という。）等あり 

・ 調査した10管区本部中４管区本部、44保安部署中10保安部署 

○ 防除活動マニュアルの内容が不十分なものあり 

・ 排出油防除協議会会員の役割､防除措置の実施内容等が具体的に定め

られていない（４管区本部、５海上保安部）｡ 

○ 排出油防除資材の整備量が的確に把握されていない。 

・ 提供可能な量を把握していないもの（44保安部署中37保安部署）や

保有機関の把握漏れがある。 

○ 排出油防除資材の保有量の変更が、排出油防除計画に的確に反映さ

れていない。 

が設置されていない海域について、その組織化に向けて関係機関への

働きかけを行っているところである。 

→② 勧告を踏まえ、管区本部に対し、全国の保安部署における防除活動

マニュアルの作成状況を把握するよう指導するとともに、15年６月６

日環境防災課長通知及び平成15年６月の管区本部関係課長会議におい

て、防除活動マニュアルを作成していない保安部署等に対して早急に

これを作成するよう指示・指導した結果、防除活動マニュアルを作成

していなかった16保安部署（指摘を受けた10保安部署を含む。）のう

ち、３保安部署については、平成15年６月までに当該保安部署の管轄

海域に係る防除活動マニュアルの作成を終えている。また、残りの13

保安部署においては、関係機関との調整等防除活動マニュアルの作成

作業に着手しているところである。 

また、勧告を踏まえ、防除活動マニュアルの内容を点検し、必要に

応じて修正することにより的確なものとするよう、管区本部に対し15

年６月６日環境防災課長通知を発出するとともに、平成15年６月の管

区本部関係課長会議において指示・指導した。 

これらの指示・指導を受けて、管区本部等が平成15年９月までにす

べての防除活動マニュアルの点検を行った結果、35マニュアル（漂着

油を含む流出油の回収の実施について、事故原因者に対する指導等を

行うことが記載されていなかった28マニュアルを含む。）について不

明確な記述、不足箇所等があったため、必要な改定を行っているとこ

ろである。今後も管区本部等において適時適切に防除活動マニュアル

の点検を実施し、不備な箇所については必要な改定を行うこととして

いる。 

→③ 排出油防除資材等の保有量及び提供可能量の把握を保安部署におい

て的確に行わせるよう、管区本部に対し15年６月６日環境防災課長通

知を発出するとともに、平成15年６月の管区本部関係課長会議におい

て指示・指導した。これらの指示・指導を受けて、管区本部等におい

て、各海域の排出油防除資材等の保有状況等の把握を行ったところで
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あり、その結果等を踏まえ、平成15年12月25日に排出油防除計画を修

正したところである。 

排出油防除資材等の保有状況に係る情報内容については、今後とも

適時適切に見直し、必要に応じ、排出油防除計画の修正を行っていく

こととする。 

また、保安部署では、上記のとおり、排出油防除計画の修正過程に

おいて排出油防除資材等の保有状況を把握したところであり、今後、

提供可能量も含め的確に把握していくこととしている。 

（２）広域対応体制の整備  

（勧告） 

① 油防除の対象海域の広域化を更に進めること。  （国土交通省） 

② 排出油防除資材等の調達等について、管区本部相互間の事前の

連携等を図ること。また、各排出油防除計画に全国の外洋対応型排出

油防除資材等の整備状況を盛り込むこと。           （国土交通省） 

③ 広域的油流出災害への対応を含め、訓練の実施と内容の充実を図

ること。                                       （国土交通省） 

（説明） 

《制度・仕組み》 

○ 広域的な油流出災害に対応する体制の整備が必要（排出油防除計画等）

・ 排出油防除協議会の対象海域の広域化の推進 

・ 広域的な連携による排出油防除資材の調達 

・ 外洋、荒天下、広域等現実的な条件の下での訓練の実施の検討 

《現状・実態》 

○ 油防除の対象海域の広域化を行っているものは一部（11管区本部中

６管区本部、119保安部署中７保安部署） 

・ 排出油防除協議会の連合組織、隣接する協議会相互の応援協定など

による。 

○ 排出油防除資材の必要量を充足していない海域あり 

 

（国土交通省） 

→① 排出油防除協議会の広域連合体の組織、隣接する排出油防除協議会

相互間の連携等により油防除の対象海域の広域化を更に進めるよう、

管区本部に対し15年６月６日環境防災課長通知を発出するとともに、

平成15年６月の管区本部関係課長会議において指示・指導した。 

管区本部等では、これらの指示・指導を受けて、油防除の広域対応

体制及び排出油防除協議会の連携の強化を目的として、複数の協議会

の統合、隣接協議会の応援協力体制の構築等海域の実情に応じた形態

で広域化を進めているところである。 

→②ⅰ）管轄する海域における排出油防除資材の保有状況を確認するとと

もに、迅速に調達可能なものについて関係管区間での輸送方法等を

検討するよう、管区本部に対し15年６月６日環境防災課長通知を発

出するとともに、平成15年６月の管区本部関係課長会議において指

示・指導した。 

また、勧告を踏まえ、平成15年12月25日に行った排出油防除計画

の修正過程で各海域の排出油防除資材等の保有状況等の把握を行っ

たところである。排出油防除資材の調達、輸送方法等については、

この結果等を参考にして、近隣の管区本部相互間において、事前の

連携及び調整が図られるよう、海上保安庁本庁及び管区本部等にお
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・ 油吸着材・油処理剤は16海域のすべて、油回収船等は４海域で未充足。

しかし、資材の調達に係る事前の連携・調整を行っている管区本部は皆無 

○ 大規模な油流出事故の際には、高粘度油対応資材を中心に、外洋対応型排出

油防除資材を全国から投入する必要あり。しかし、全国16の排出油防除計画

には、当該海域内の排出油防除資材のみを掲出 

○ 油防除の訓練について、排出油防除計画の複数の海域にまたがる訓練が行わ

れているのは16海域中５海域。外洋での事故を想定した訓練の実施は２

管区本部のみ 

いて、その具体的実施内容の検討を行っているところである。 

ⅱ）上記の排出油防除計画の修正に併せ、各海域の排出油防除計画の

資料編に全国の外洋対応型排出油防除資材等の整備状況を盛り込ん

だところである。 

今後も、全国の外洋対応型排出油防除資材等の整備の進ちょく状

況に応じて、掲載情報を適時適切に見直すこととしている。 

→③ 管区本部に対し、排出油の防除に関する防災訓練を管区本部等にお

いて毎年１回以上実施するよう、15年６月６日環境防災課長通知を発

出するとともに、平成15年６月の管区本部関係課長会議において指

示・指導した。 

管区本部等では、これらの指示・指導を受けて、排出油の防除に関

する防災訓練を毎年１回以上実施できるよう取り組んでいるところで

ある。 

また、複数の排出油防除計画の海域にまたがる広域的な被害を及ぼ

す油流出事故及び外洋での油流出事故への対応等に係る内容を防災訓

練に組み入れる等により、その内容の充実を図るよう、管区本部に対

し15年６月６日環境防災課長通知を発出するとともに、平成15年６月

の管区本部関係課長会議において指示・指導した。 

管区本部等においては、これらの指示・指導を受けて、訓練内容の

充実等を図ってきており、今後も更に充実等を図ることとしている。    
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